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表紙

共 英 製 鋼 株 式 会 社

上記の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書

面交付請求をいただいた株主様へご送付している書面には記載してお

りません。なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無に

かかわらず、株主の皆様に電子提供措置事項から上記の事項を除いた

ものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第82回定時株主総会招集ご通知

交付書面への記載を省略した事項

第82期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）

■事業報告の「業務の適正を確保するための体制およびその運用状況の概要」

■連結計算書類の「連結注記表」

■計算書類の「個別注記表」
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業務の適正を確保するための体制およびその運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制およびその運用状況の概要

Ⅰ. 業務の適正を確保するための体制

　当社は取締役会において、上記体制につき以下のとおり決議しております。

１．当社の取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報・文書については、社内規程に従い適切に保存・管理することとし、必要に応

じて規程の見直し等の運用の検証を行う。

２．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 平時は、取締役会において中期経営計画、年度経営計画を策定し、月次・四半期・年度決算のサイクルに

よる損益管理を実施、事業環境の変化に迅速に対応する。

(2) 予想される主要なリスクに対して、各所管部署において規程・体制を整備するとともに、必要に応じてマ

ニュアルの作成、研修会の実施等を行う。

(3) 各所管部署におけるリスクマネジメントおよびコンプライアンス推進の実効性を高め、また重大な災害、

事故、違法行為等の発生時における対応体制を強化するため、「リスク・コンプライアンス部会」を設置

する。

３．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制ならびに当社の取締役の職務の執行

が法令および定款に適合することを確保するための体制

　取締役会が取締役の職務執行を監督するとともに、監査役が取締役の職務執行を監査する体制を基本とし、こ

れらの体制が効率的に機能するために以下の体制を整備する。

(1) 取締役会で意思決定を行う事項、経営会議で審議する事項を、それぞれ取締役会規程・経営会議規程に定

める。

(2) 執行役員制度を採用し、意思決定・監督機能と執行機能とを分離することにより、監督機能の実効性と業

務執行の効率性を高める。

(3) 日常の職務遂行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲を行い、各職責の責任者

が意思決定ルールに則り業務を遂行する。

４．当社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　代表取締役社長に直属する部署として監査部を設置、定期的に業務監査を実施し、執行役員・使用人の職務執

行を監査する。また、違法行為の発生を防止するため、「リスク・コンプライアンス部会」は以下のコンプライ

アンス・プログラムを実施する。

(1) リスク・コンプライアンス部会は、コンプライアンスに関する諸規程・教育計画の策定と周知・啓発を行

い、違反またはそのおそれがある場合の調査および是正措置等を行う。

(2) コンプライアンスに関する疑義が生じた場合に、執行役員・使用人がリスク・コンプライアンス部会に相

談もしくは内部通報できる「コンプライアンス相談窓口」を設置する。

(3) 万一コンプライアンスに違反する事態が発生した場合には、その内容・対処案がリスク・コンプライアン

ス部会を通じて取締役会、監査役に報告される体制を構築する。

５．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 当社および子会社は当社グループの経営理念・行動指針に基づき、各社の事業特性を踏まえつつ、事業戦

略を共有し、グループ一体となった経営を行うとともに、業務の運営方針等を社員に対し周知・徹底す

る。

(2) 当社は子会社の管理に関して「関係会社管理規程」において基本的なルールを定め、その適切な運用を図

る。

(3) 各子会社に監査役を派遣し、内部統制に関する監査を実施するとともに、当社監査部が内部監査を定期的

に実施し、指導・助言を行う。

(4) 各子会社の事業内容・規模に応じて、当社に準じたコンプライアンス・プログラムの整備を求める。

(5) 上記(1)～(4)に基づく具体的な体制は以下のとおりとする。

①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

所管部門は、各子会社における事業計画、重要な業務方針、決算等、当社の連結経営上または各子会社

の経営上の重要事項について、子会社に対し報告を求めるとともに、助言等を行う。

②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

所管部門は、各子会社におけるリスク管理状況について、各子会社に対し報告を求めるとともに、助言

等を行う。

③子会社の取締役等の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

所管部門は、各子会社の業務運営ならびにマネジメントに関する支援を行う。
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④子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

所管部門は、各子会社における法令遵守および内部統制の整備・運用状況について、各子会社に対し報

告を求めるとともに、必要な支援・助言等を行う。また、各子会社においてコンプライアンスに違反す

るおそれのある事態が発生した場合には、その内容・対処案が当社の所管部署を通じて取締役会、監査

役に報告される体制を構築する。

６．財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社および子会社は、金融商品取引法の定めに従い、市場への説明責任を果たし投資家からの信頼を確保する

ために、財務報告に係る内部統制システムを整備し、その有効かつ効率的な運用および評価を行う。

７．監査役の監査に関する事項

(1) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使

用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①監査役からその職務を補助すべき使用人の配置を求められた場合、取締役は監査役と協議のうえ、専任ま

たは監査部門を兼任する使用人を配置するものとし、監査役は当該使用人を指揮することができる。

②上記使用人の人事異動および人事考課等については、監査役会の同意を得たうえで決定するものとし、取

締役からの独立性を確保する。

③上記使用人は、監査役会の作成する監査方針に従って職務を行うものとする。

(2) 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制、ならびに報告

したことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

①当社の取締役、執行役員、使用人および子会社の取締役、使用人は、職務の執行状況、経営に重要な影響

を及ぼす事実等の重要事項について適時・適切に監査役または監査役会に報告するとともに、内部統制シ

ステムの運用状況等の経営上の重要事項についても、取締役会・経営会議等において報告し、監査役と情

報を共有する。

②監査役に報告を行った当社の取締役、執行役員、使用人および子会社の取締役、使用人に対し、当該報告

をしたことを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

(3) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査役は、取締役会・経営会議等の重要会議に出席し、経営上の重要情報について報告を受けるととも

に、決裁書類等の業務執行に関する重要な文書を閲覧することができる。

②監査役会は、代表取締役と適宜会合をもち、監査上の重要課題等について意見交換を行う。

③監査役は、必要と認めた場合、監査部に対して内部監査結果の報告を求めることができる。

④監査役は会計監査人と定期的に意見交換を行い、必要に応じ、補助者として、弁護士、会計士その他の外

部専門家等に依頼することができる。

⑤監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をした場合は、当社は当該請求に係る費用

または債務を速やかに処理する。また、緊急または臨時に支出した費用については、監査役は、事後的に

当社にその償還を請求することができる。

８．反社会的勢力排除に向けた体制

(1) 当社および子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を遮断するこ

とを基本方針とする。

(2) 反社会的勢力からの不当な圧力、要求に対して毅然とした態度で臨み、断固として拒絶する。

(3) 警察・弁護士等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力排除に向けた体制整備を推進する。

Ⅱ. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づき、体制の整備とその適切な運用

に努めております。当事業年度における当該体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

１．当社の取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報・文書については、「情報管理基本規程」等に基づいて適切に管理し、「文書

管理規程」に従って保存・管理を行い、運用状況については監査対象としております。

２．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　「経営計画管理規程」に基づき、経営計画の作成および毎月の取締役会・経営会議での計画進捗状況の報告、

損益管理を実施しております。

　また、当社グループの事業をとりまくリスク全般についてのマネジメントに関する基本事項を定める規程とし

て「リスクマネジメント規程」を制定しており、事業上の重要リスクを経営の観点で統括する機関として「リス

クマネジメント委員会」を設置、当該委員会の下部組織として、特に内部統制やコンプライアンス上のリスクマ

－ 2 －
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ネジメントを統括する「リスク・コンプライアンス部会」、当社グループの気候関連リスクマネジメントに係

る方針・対応計画の策定を行う「気候変動部会」を設置しております。

　品質に関する事項については「品質管理規程」に定めるとともに「中央品質管理委員会」を設置するほか、そ

の他の主要なリスクについても各種規程を制定、「中央安全衛生委員会」「中央環境委員会」を設置する等、リ

スク管理体制を整備しております。

　情報管理やサイバーセキュリティリスク等への対応として、「情報管理基本規程」「情報セキュリティマネジ

メント規程」「情報セキュリティインシデント対応規程」等を定めるとともに、「リスクマネジメント委員会」

の下部組織として「情報セキュリティ部会」を設置し、情報セキュリティ全般に関する管理体制の強化を進めて

おります。

　また、第三者との取引上の紛争の発生を未然に防止し、円滑な契約履行を期することを目的とした「契約管理

規程」を制定し、リスクコントロールを行っております。

３．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制ならびに当社の取締役の職務の執行

が法令および定款に適合することを確保するための体制

　当事業年度においては取締役会を18回開催し、取締役会による取締役の職務執行の監督を行っております。ま

た、「取締役会規程」「経営会議規程」「執行役員規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」の定めに従い、職

務執行の効率化と意思決定の迅速化を図っております。

４．当社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　「内部監査規程」を制定し、監査部が当社の本社および各事業所に対する内部監査を定期的に実施しておりま

す。また、事業上の重要リスクを経営の観点で統括する機関として「リスクマネジメント委員会」を設置し、当

該委員会の下部組織として、特に内部統制やコンプライアンス上のリスクマネジメントを統括する「リスク・コ

ンプライアンス部会」を設置しております。併せて、「コンプライアンス相談窓口」を設置するとともに、社員

のコンプライアンス意識向上を目的とし、「コンプライアンス・マニュアル」「コンプライアンスカード」「ハ

ラスメント防止ハンドブック」の配布や、定期的なコンプライアンス研修等を実施しております。

５．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　「関係会社管理規程」において、関係会社から当社への協議・報告事項を定めており、これに基づいた適切な

協議・報告が行われております。また、当社グループ間の事業戦略の共有、連携強化を目的とした「グループ・

マネジメント・カンファレンス」を実施しております。

　関係会社の管理体制向上のため、リスクマネジメントの要点を記載した「関係会社マネジメントハンドブッ

ク」を作成し、海外関係会社も含めて周知・展開を行っております。併せて、当社監査部による子会社の内部監

査を定期的に実施しており、適切な指導・助言を行っております。

６．財務報告の信頼性を確保するための体制

　「財務報告に係る内部統制規程」を制定しており、当社監査部が当社グループの財務報告に係る内部統制の整

備評価・運用評価を実施しております。

７．監査役の監査に関する事項

　監査役は取締役会・経営会議等の重要会議に出席しており、当社グループにおける業務の重要事項は「監査役

または監査役会への報告に関する規程」に基づき、適時・適切に監査役へ報告されております。

　また、当社監査部は、当社グループにおける内部監査結果および財務報告内部統制の整備運用状況について、

定期的に監査役会に報告しております。

　監査役と代表取締役・取締役等との会合や、監査役と会計監査人との意見交換は、適宜実施されております。

８．反社会的勢力排除に向けた体制

　反社会的勢力との関係断絶について「コンプライアンス・マニュアル」に規定し、これを当社グループ社員全

員に配布、周知徹底を図っております。また、全社的な方針として「反社会的勢力排除に関する対応要領」を制

定し、当社グループ各社に周知・展開を行っております。

　万一何らかの問題が生じた場合は、本社人事総務部が当社グループ全体の統括部署となり、当社グループ各社

および当社各事業所の総務担当部署が対応することとしております。

－ 3 －
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連 結 注 記 表

Ⅰ. 継続企業の前提に関する注記
　該当事項はありません。

Ⅱ. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等
１. 連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数および主要な連結子会社の名称

連結子会社の数　　　　　　　　　　　　　　　　　16社

連結子会社の名称 共英産業株式会社

株式会社共英メソナ

共英リサイクル株式会社

共英加工販売株式会社

株式会社吉年

ビナ・キョウエイ・スチール社

キョウエイ・スチール・ベトナム社

米国共英製鋼会社

ビントン・スチール社

ビントン・メタル・プロセッシング社

チー・バイ・インターナショナル・ポート社

ベトナム・イタリー・スチール社

キョウエイ・カナダ・インベストメント社

アルタ・スチール社

メイプル・リーフ・メタル社

ビナ・ジャパン・エンジニアリング社

(2)主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称 有限会社キョウエイ環境

共英マテリアル株式会社

みどり精密工業株式会社

坪内運輸株式会社

株式会社東洋商事

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除い

ています。

２. 持分法の適用に関する事項

(1)持分法を適用した非連結子会社および関連会社の数およびこれらのうち主要な会社等の名称

持分法を適用した関連会社の数　　　　　　　　　　３社

会社等の名称 中山鋼業株式会社

ジェンアルタ・リサイクリング社

ビントン・ボール社

(2)持分法を適用しない非連結子会社および関連会社のうち主要な会社等の名称

(非連結子会社) 有限会社キョウエイ環境

共英マテリアル株式会社

みどり精密工業株式会社

坪内運輸株式会社

株式会社東洋商事

(関連会社) 共備運輸興業株式会社

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等か

らみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がな

いため持分法の適用範囲から除外しています。
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３. 会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準および評価方法

①有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

　……移動平均法による原価法

②デリバティブの評価基準および評価方法

デリバティブ ………………………………………時価法

③棚卸資産の評価基準および評価方法

商品、製品、半製品、原材料及び貯蔵品 ………総平均法に基づく原価法

貯蔵品の一部 ………………………………………最終仕入原価法

ロール ………………………………………………個別法に基づく原価法

 (注) いずれも貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定していま

す。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

　主として定額法を採用しています。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物　　　　　　31年

機械装置及び運搬具　　　　14年

②無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しています。

　なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（主に５年）に基づく定額法に

よっています。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

②賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上

しています。

③役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上し

ています。

(4)その他連結計算書類の作成のための重要な事項

①退職給付に係る会計処理の方法

a.退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっています。

b.数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（主に10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しています。

　過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主に10年）による定

額法により費用処理しています。

c.小規模企業等における簡便法の採用

　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職一時金制度については、退職

給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の年金財政計算上の数

理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。
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②重要な収益および費用の計上基準

　　当社グループは、次の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しています。

　ステップ１：顧客との契約を識別する

　ステップ２：契約における履行義務を識別する

　ステップ３：取引価格を算定する

　ステップ４：取引価格を契約における履行義務へ配分する

　ステップ５：履行義務の充足時に（または充足するにつれて）収益を認識する

　国内鉄鋼事業および海外鉄鋼事業においては、主に鉄鋼製品を顧客に供給することを履行義務としており、

製品の引渡時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していますが、国内鉄鋼事業にお

いては出荷時から引渡時までの期間が通常の期間であるため、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、出

荷時点において収益を認識しています。

　環境リサイクル事業においては、主に医療廃棄物処理および産業廃棄物処理というサービスの提供を履行義

務としており、サービス提供の完了時点で履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収

益を認識しています。

　取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価で算定しています。

　これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、概ね１年以内に受領しており、重大な金融要素は含ん

でいません。

　また、当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受領する額から第三者に対する支

払額を控除した純額で収益を認識しています。

③重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してい

ます。なお、在外子会社等の資産および負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および

費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および非支配株主

持分に含めて計上しています。

④重要なヘッジ会計の処理

a.ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっています。なお、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合には特

例処理を、為替予約および通貨スワップについて振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を採用し

ています。

b.ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

金利スワップ 借入金の利息

為替予約、通貨スワップ 外貨建金銭債権債務等

c.ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行うこととしています。また、外貨建取引

の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引および通貨スワップ取引を行うこととしています。

なお、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行うこととしています。

d.ヘッジ有効性評価の方法

　取引毎にヘッジ手段取引額とヘッジ対象取引額との比較を行うことによりヘッジの有効性評価を行ってい

ます。ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、有効性の判定を省略しています。

また、振当処理の要件を満たしている為替予約および通貨スワップについては、ヘッジ手段とヘッジ対象に

関する重要な条件等が一致しており、かつキャッシュ・フローが固定されているため、有効性の判定を省略

しています。

⑤のれんの償却方法および償却期間

　のれんの償却については、20年以内のその効果が及ぶ期間にわたって均等償却しています。ただし、金額的

に重要性の低い場合は、発生年度に一括して償却しています。

⑥グループ通算制度の適用

　グループ通算制度を適用しています。
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当連結会計年度

（百万円）

有形固定資産 9,982

無形固定資産 50

減損損失 －

当連結会計年度

（百万円）

有形固定資産 16,192

無形固定資産 35

減損損失 －

Ⅲ. 会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損

(1)ベトナム・イタリー・スチール社

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結子会社であるベトナム・イタリー・スチール社は国際財務報告基準を適用しており、固定資産が含ま

れる資金生成単位については、減損の兆候があると認められる場合には減損テストが実施され、回収可能価

額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識しています。

当連結会計年度において、ベトナム・イタリー・スチール社は、インフラ投資の活発化による鉄鋼需要の

回復により全社では営業黒字となっているものの、一部の資金生成単位において営業赤字が継続したことか

ら、減損の兆候があると判断し、減損テストを実施した結果、回収可能価額が帳簿価額を上回っていたこと

から、減損損失を認識していません。

回収可能価額の算定に用いる将来キャッシュ・フローは、経営者により承認された事業計画を基礎として

見積っています。当該事業計画に含まれるメタルスプレッド（鋼材価格と原材料価格の差）は世界的な需給

構造変化により影響を受け、ボラティリティが高く、また、ベトナムの市場規模の拡大等による販売数量の

増加には不確実性を伴います。加えて、回収可能価額の測定に用いる割引率は減損損失の測定に重要な影響

を及ぼします。これらの見積りの前提条件や仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度以降の減損損失の発

生に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(2)ビントン・スチール社

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結子会社であるビントン・スチール社は米国会計基準を適用しており、減損の兆候が識別され、回収可

能性テストにより資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場

合、帳簿価額と公正価値の差額を減損損失として計上しています。

当連結会計年度において、ビントン・スチール社が保有する固定資産について、生産効率の悪化に伴う収

益性の低下により減損の兆候があると判断し、回収可能性のテストを実施した結果、割引前将来キャッシ

ュ・フローの総額が帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を計上していません。

割引前将来キャッシュ・フローは、経営者により承認された事業計画を基礎として見積っています。当該

事業計画に含まれるメタルスプレッド（鋼材価格と原材料価格の差）は世界的な需給構造変化により影響を

受け、ボラティリティが高い状況にあります。また、生産設備の稼働状況や設備トラブル等の生産面の要因

による影響も受けることから、一定の不確実性が存在します。加えて、北米の市場規模の拡大等による販売

数量の増加には不確実性を伴います。これらの見積りの前提条件や仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年

度以降の減損損失の発生に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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現 金 及 び 預 金 ( ※ ) 590百万円

計 590百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 195,375百万円

受 取 手 形 割 引 高 17百万円

電子記録債権割引高 8百万円

用途 場所 種類
金額

（百万円）

倉庫設備 愛知県海部郡飛島村 建設仮勘定 146

小計 146

事務所 山口県山陽小野田市 建物及び構築物 44

小計 44

合計 190

Ⅳ. 連結貸借対照表に関する注記
１. 担保に供している資産および担保に係る債務

担保に供している資産

(※)アルタ・スチール社の依頼により、金融機関がスタンドバイL/Cを発行するため担保に供していま

す。

３. 有形固定資産の減損損失累計額

　減価償却累計額に含めて表示しています。

４. 受取手形割引高および電子記録債権割引高

５. 土地の再評価

　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。

(1)再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定めるところの、地

価税の計算のために公表された方法により算定した価額に合理的な調整を行う方法によっています。

(2)再評価を行った年月日　　　　2000年３月31日

(3)再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△3,710百万円

６. 圧縮記帳

　当連結会計年度における国庫補助金等に係る資産の取得価額の直接圧縮累計額は1,125百万円です。

Ⅴ. 連結損益計算書に関する注記
減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは次の資産グループについて減損損失を計上しました。

　当社グループは、事業用資産については原則として事業所毎に、遊休資産については物件単位毎にグルーピ

ングを実施しています。

　愛知県海部郡飛島村の倉庫設備については、売却の意思決定を行ったことに伴い、当該資産の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、特別損失に計上しています。

　山口県山陽小野田市の事務所については、新事務所の建設により旧事務所の今後の使用見込みがなくなった

ことから、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、特別損失に計上しています。

　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、愛知県海部郡飛島村の倉庫設備については、契約

上の譲渡価額に基づき算定しています。山口県山陽小野田市の事務所については、売却や他への転用が困難で

あることから零として評価しています。
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当連結会計年度
期首株式数(株 )

当連結会計年度
増加株式数(株 )

当連結会計年度
減少株式数(株 )

当連結会計年度末
株　式　数(株 )

発 行 済 株 式

普 通 株 式 44,898,730 － － 44,898,730

合 計 44,898,730 － － 44,898,730

自 己 株 式

普 通 株 式 1,439,755 89 － 1,439,844

合 計 1,439,755 89 － 1,439,844

決 議
株式の
種　類

配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

2025年４月30日
取 締 役 会

普通株式 2,608 60.00 2025年３月31日 2025年６月10日

2025年10月31日
取 締 役 会

普通株式 1,304 30.00 2025年９月30日 2025年12月５日

①決議 2026年４月30日　取締役会

②株式の種類 普通株式

③配当金の総額 2,608百万円

④配当の原資 利益剰余金

⑤１株当たり配当額 60.00円

⑥基準日 2026年３月31日

⑦効力発生日 2026年６月９日

Ⅵ. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
１. 当連結会計年度における発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

（注）普通株式である自己株式の増加株式数89株は、単元未満株式買取りによるものであります。

２. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

－ 9 －



2026/05/25 17:28:09 / 25302487_共英製鋼株式会社_招集通知

連結注記表

連結貸借対照表
計　上　額(※1)

（百万円）

時　　　 価(※1)

（百万円）

差 額

（百万円）

(1)投資有価証券(※4)

その他有価証券 7,239 7,239 －

(2)長期貸付金 1,311

貸倒引当金（※2） △329

982 982 －

(3)社債

一年内償還予定の社債 (10,000) (9,886) △114

社債 (10,000) (9,800) △200

(4)長期借入金

一年内返済予定の長期借入金 (5,003) (4,927) △76

長期借入金 (28,670) (28,193) △477

(5)リース債務(※5) (1,309) (1,297) △13

(6)デリバティブ取引(※6) 142 142 －

Ⅶ. 金融商品に関する注記
１. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については流動性の高い金融資産に限定し、また、資金調達については銀行借入や

社債発行による方針です。デリバティブは、主に外貨建支払等に係る為替の変動リスクおよび借入金の金利変動

リスクならびに燃料に係る価格変動リスクを回避するためのヘッジ手段として利用し、投機的な取引は原則行い

ません。

(2) 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制

　営業債権である受取手形、売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関し

て、当社グループでは各社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な

取引先の信用状況を定期的に把握する体制としています。

　有価証券である債券や譲渡性預金は、発行会社の信用リスクに晒されますが、当該リスクに関して、当社グル

ープでは信用力の高い金融機関が発行する短期の金融商品の購入に限定しています。また、当該金融商品の時価

の変動によるリスクは僅少です。

　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクおよび投資先の業績変動リスクに晒されていますが、主に

業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されています。

　営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが４か月以内の支払期日です。

　現在当社グループの借入金、社債およびリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達を目的

としたものであり、長期借入金、社債およびリース債務は主に海外事業投資、設備投資および運転資金の調達を

目的としたものです。

　変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されますが、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図

るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用することがありま

す。

　また、外貨建金銭債権債務等については為替リスクに晒されますが、リスクの軽減を図るために、デリバティ

ブ取引（為替予約および通貨スワップ取引）をヘッジ手段として利用することがあります。

　一部の燃料購入に係る価格変動リスクの軽減を図るために、デリバティブ取引（商品先物取引）をヘッジ手段

として利用することがあります。

　ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っています。取引毎の有効性評価を行っていますが、特例処理の要件を満

たしている場合には、その判定をもって有効性の評価を省略しています。

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程等に従って行っています。

　また、営業債務や借入金、リース債務は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次

に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することもあります。

２. 金融商品の時価等に関する事項

　2026年３月31日（連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のと

おりです。

（※1）負債に計上されているものについては、（　）で示しています。

（※2）長期貸付金に個別計上している貸倒引当金を控除しています。

（※3）「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「有価証券」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」

ならびに「短期借入金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を

省略しています。

－ 10 －
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区分 当連結会計年度（百万円）

投資有価証券

非上場株式 10,405

投資その他の資産　その他

関係会社出資金 1,027

１年以内
（百万円）

１ 年 超
５年以内
（百万円）

５ 年 超
10年以内

（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 62,947 － － －

受取手形 6 － － －

売掛金 49,833 － － －

電子記録債権 16,228 － － －

有価証券 6,000 － － －

長期貸付金 － 1,311 1 －

合 計 135,014 1,311 1 －

区　　分
１年以内

（百万円）

１ 年 超
２年以内

（百万円）

２ 年 超
３年以内

（百万円）

３ 年 超
４年以内

（百万円）

４ 年 超
５年以内

（百万円）

５年超
（百万円）

社債 10,000 － － － 10,000 －

長期借入金 5,003 4,746 4,077 2,549 549 16,750

リース債務 465 308 200 115 63 158

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券 7,239 － － 7,239

デリバティブ取引 － 142 － 142

資産計 7,239 142 － 7,381

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 － 982 － 982

資産計 － 982 － 982

社債

一年内償還予定の社債 － 9,886 － 9,886

社債 － 9,800 － 9,800

長期借入金

一年内返済予定の長期借入金 － 4,927 － 4,927

長期借入金 － 28,193 － 28,193

リース債務 － 1,297 － 1,297

負債計 － 54,102 － 54,102

（※4）市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれていません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以

下のとおりです。

（※5) 流動負債のその他と固定負債のその他に含まれているリース債務を合算して表示しています。

（※6) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しています。

（注1) 金銭債権および満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

（注2) 社債、長期借入金、リース債務の連結決算日後の返済予定額

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しています。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

－ 11 －
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報告セグメント

その他 合計国内鉄鋼

事業

海外鉄鋼

事業

環境

リサイクル

事業

計

顧客との契約から

生じる収益
125,527 178,988 5,945 310,460 4,646 315,106

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 71,639

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 66,067

契約負債（期首残高） 905

契約負債（期末残高） 615

（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しています。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の

時価に分類しています。

長期貸付金

長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な指標に信用ス

プレッドを上乗せした利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しています。

社債

当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間および国債の利回り等適切な指標に信用リス

クを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しています。

長期借入金およびリース債務

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間および国債の利回り等適切な指標に信用リスクを加味した

利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しています。

デリバティブ取引

デリバティブ取引の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定してお

り、レベル２の時価に分類しています。

Ⅷ. 収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループの顧客との契約から生じる収益をセグメント別に分解した情報は次のとおりです。

（単位：百万円）

（注）セグメント間の内部売上高または振替高を控除した後の金額を表示しています。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は「Ⅱ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等　３．会計方

針に関する事項　(4)その他連結計算書類の作成のための重要な事項　②重要な収益および費用の計上基準」に記

載のとおりです。

３．当連結会計年度および翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用

し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

－ 12 －
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１株当たり純資産額 4,870円38銭

１株当たり当期純利益 226円98銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため、記載していません。

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 218,808百万円

連結貸借対照表の純資産の部の合計額
から控除する金額

△7,147百万円

普通株式に係る期末純資産額 211,661百万円

普通株式の発行済株式数 44,899千株

普通株式の自己株式数 1,440千株

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た期末普通株式の数

43,459千株

連結損益計算書上の親会社株主に帰属
する当期純利益

9,864百万円

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益

9,864百万円

普通株式の期中平均株式数 43,459千株

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり当期純利益の算定に
含まれなかった潜在株式の概要

－

Ⅸ. １株当たり情報に関する注記

（注）算定上の基礎

１. １株当たり純資産額

２. １株当たり当期純利益

Ⅹ. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

－ 13 －



2026/05/25 17:28:09 / 25302487_共英製鋼株式会社_招集通知

個別注記表

個 別 注 記 表

Ⅰ. 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

Ⅱ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
１. 資産の評価基準および評価方法

(1)有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式および関連会社株式

……移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

……移動平均法による原価法

(2)デリバティブの評価基準および評価方法

デリバティブ………………………………………時価法

(3)棚卸資産の評価基準および評価方法

商品、製品、半製品、原材料及び貯蔵品………総平均法に基づく原価法

貯蔵品の一部………………………………………最終仕入原価法

ロール………………………………………………個別法に基づく原価法

 (注) いずれも貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定していま

す。

２. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しています。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物　　　　　　　　　 31年

構築物　　　　　　　　 15年

機械及び装置　　　　　 14年

車両運搬具　　　　　　　4年

工具、器具及び備品　　　5年

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しています。

　なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

います。

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

３. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

(2)賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上してい

ます。

(3)役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上していま

す。

－ 14 －
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（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

金利スワップ 借入金の利息

為替予約、通貨スワップ 外貨建金銭債権債務等

(4)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上し

ています。

　退職給付引当金および退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。

①退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっています。

②数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。

　過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法

により費用処理しています。

　未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なり

ます。

４. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)収益および費用の計上基準

　　当社は、次の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しています。

　ステップ１：顧客との契約を識別する

　ステップ２：契約における履行義務を識別する

　ステップ３：取引価格を算定する

　ステップ４：取引価格を契約における履行義務へ配分する

　ステップ５：履行義務の充足時に（または充足するにつれて）収益を認識する

　国内鉄鋼事業においては、主に鉄鋼製品を顧客に供給することを履行義務としており、製品の引渡時点におい

て支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していますが、出荷時から引渡時までの期間が通常の期間

であるため、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、出荷時点において収益を認識しています。

　環境リサイクル事業においては、主に医療廃棄物処理および産業廃棄物処理というサービスの提供を履行義務

としており、サービス提供の完了時点で履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を

認識しています。

　取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価で算定しています。

　これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、概ね１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んで

いません。

　また、当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受領する額から第三者に対する支払額を控除

した純額で収益を認識しています。

(2)ヘッジ会計の処理

①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっています。なお、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合には特例

処理を、為替予約および通貨スワップについて振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を採用してい

ます。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

③ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行うこととしています。また、外貨建取引の

為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引および通貨スワップ取引を行うこととしています。な

お、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行うこととしています。

④ヘッジ有効性評価の方法

　取引毎にヘッジ手段取引額とヘッジ対象取引額との比較を行うことによりヘッジの有効性評価を行っていま

す。ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、有効性の判定を省略しています。ま

た、振当処理の要件を満たしている為替予約および通貨スワップについては、ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件等が一致しており、かつキャッシュ・フローが固定されているため、有効性の判定を省略してい

ます。

(3)のれんの償却方法および償却期間

　のれんの償却については、20年以内のその効果が及ぶ期間にわたって均等償却しています。

(4)グループ通算制度の適用

　グループ通算制度を適用しています。
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１. 有形固定資産の減価償却累計額 100,101百万円

キョウエイ・スチール・ベトナム社 2,076百万円

米国共英製鋼会社 3,239百万円

チー・バイ・インターナショナル・ポート社 961百万円

ベトナム・イタリー・スチール社 12,211百万円

アルタ・スチール社 400百万円

ビントン・スチール社 15,993百万円

短期金銭債権 6,766百万円

短期金銭債務 2,596百万円

長期金銭債権 0百万円

営業取引

売上高 14,510百万円

売上原価 20,125百万円

販売費及び一般管理費 5,245百万円

営業取引以外の取引

その他 1,672百万円

Ⅲ. 貸借対照表に関する注記

２. 有形固定資産の減損損失累計額

　減価償却累計額に含めて表示しています。

３. 保証債務

　下記の会社の金融機関からの借入金およびL/C取引等に対し、債務保証を行っています。

上記ベトナム・イタリー・スチール社の債務保証には、同社の現地金融機関に対する借入債務のために、当社

の依頼により金融機関が発行したスタンドバイL/C対象の債務残高が含まれています。

４. 関係会社に対する金銭債権債務

　区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権または金銭債務の金額は、次のとおりです。

５. 土地の再評価

　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。

(1)再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定めるところの地価

税の計算のために公表された方法により算定した価額に合理的な調整を行う方法によっています。

(2)再評価を行った年月日　　　　　2000年３月31日

(3)再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△3,710百万円

６. 圧縮記帳

　当事業年度における国庫補助金等に係る資産の取得価額の直接圧縮累計額は602百万円です。

Ⅳ. 損益計算書に関する注記
１. 関係会社との取引高
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用途 場所 種類
金額

（百万円）

倉庫設備 愛知県海部郡飛島村 建設仮勘定 146

小計 146

事務所 山口県山陽小野田市 建物及び構築物 44

小計 44

合計 190

当 事 業 年 度
期首株式数(株 )

当 事 業 年 度
増加株式数(株 )

当 事 業 年 度
減少株式数(株 )

当 事 業 年 度 末
株　 式　 数(株)

普通株式 1,439,755 89 － 1,439,844

合 計 1,439,755 89 － 1,439,844

２. 減損損失

当事業年度において、当社は次の資産グループについて減損損失を計上しました。

当社は、事業用資産については原則として事業所毎に、遊休資産については物件単位毎にグルーピングを実施
しています。
愛知県海部郡飛島村の倉庫設備については、売却の意思決定を行ったことに伴い、当該資産の帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、特別損失に計上しています。
山口県山陽小野田市の事務所については、新事務所の建設により旧事務所の今後の使用見込みがなくなったこ

とから、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、特別損失に計上しています。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、愛知県海部郡飛島村の倉庫設備については、契約上

の譲渡価額に基づき算定しています。山口県山陽小野田市の事務所については、売却や他への転用が困難である
ことから零として評価しています。

Ⅴ. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類および株式数に関する事項

（注）普通株式である自己株式の増加株式数89株は、単元未満株式買取りによるものであります。

Ⅵ. 収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「Ⅱ．重要な会計方針に係る事項に関する注記　４. その他計算書類

の作成のための基本となる重要な事項　(1)収益および費用の計上基準」に記載のとおりです。
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（繰延税金資産）

減損損失 294百万円

投資有価証券評価損 61百万円

未払事業税 85百万円

子会社株式評価損 2,235百万円

関係会社出資金評価損 631百万円

貸倒引当金 114百万円

賞与引当金 213百万円

役員退職慰労金 20百万円

その他 251百万円

繰延税金資産小計 3,904百万円

評価性引当額 △3,454百万円

繰延税金資産合計 451百万円

（繰延税金負債）

圧縮積立金 10百万円

その他有価証券評価差額金 767百万円

その他 104百万円

繰延税金負債合計 881百万円

繰延税金負債の純額 430百万円

法定実効税率 30.6％

（調整）

税額控除 △0.4％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.8％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3％

住民税均等割額 0.2％

評価性引当額の増減 0.9％

税率変更による影響 △0.1％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.4％

Ⅶ. 税効果会計に関する注記
(1)繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳

(3)法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理

　当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する

取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税および地方法人税の会計処理またはこれら

に関する税効果会計の会計処理ならびに開示を行っています。
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種類
会社等の
名　　称

所在地
資本金また
は出資金
(百万円)

事業の内容

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社 共英産業㈱
大阪市
北区

180

産業廃棄物
の処理およ
び再生製品
の販売

所有
直接100.0

原料、製品
等の購入お
よび販売等

製品等の販
売（注１）

12,853 売掛金 3,822

原料等の購
入（注１）

11,179 買掛金 1,077

子会社
アルタ・ス
チール社

カナダ
188百万

カナダ＄
鋼材の製造
および販売

所有
直接100.0

債務の保証

債務保証
(注３)

400 － －

保証料の
受取(注４)

2 － －

子会社

キ ョ ウ エ
イ・スチー
ル・ベトナ
ム社

ベトナム
48百万
米＄

鋼材の製造
および販売

所有
直接65.5

債務の保証

債務保証
(注３)

2,076 － －

保証料の受
取(注４)

4 － －

子会社
ベトナム・
イタリー・
スチール社

ベトナム
32,071億
ＶＮＤ

鋼材の製造
および販売

所有
直接98.9

資金の貸付

－ － 長期貸付金 4,000

利息の受取
（注２）

40 － －

債務の保証

債務保証
(注３)

12,211 － －

保証料の受
取(注４)

18 － －

増資の引受
増資の引受
(注５)

6,580 － －

子会社

チ ー ・ バ
イ・インタ
ーナショナ
ル・ポート
社

ベトナム
6,171億
ＶＮＤ

港湾事業
所有
直接53.7

債務の保証

債務保証
(注３)

961 － －

保証料の受
取(注４)

5 － －

子会社
米国共英製
鋼会社

米国
40百万
米＄

米国で展開
する事業会
社株式の保
有

所有
直接100.0

資金の貸付

資金の回収
(注２)

3,131 － －

利息の受取
(注２)

122 － －

債務の保証

債務保証
(注３)

3,239 － －

保証料の受
取(注４)

13 － －

子会社
ビントン・
スチール社

米国 －
鋼 材 の 製
造 お よ び
販売

所有
間接100.0

債務の保証
債務保証
(注３)

15,993 － －

Ⅷ. 関連当事者との取引に関する注記
１. 親会社および法人主要株主等

　該当事項はありません。

２. 関連会社等

（注) 取引条件および取引条件の決定方針等については、以下のとおりです。

１ 価格等の取引条件については、市場実勢を参考に価格交渉の上、決定しています。

２ 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を決定しています。

３ 債務保証については、銀行借入およびL/C取引に対して行っています。また、ベトナム・イタリー・スチール社の債務保

証にはスタンドバイL/C対象の債務残高が含まれています。

４ 債務保証に係る保証料の受取については、金融機関からの借入債務の保証を受ける場合の保証料率を勘案し決定してい

ます。

５ 当社の連結子会社の増資に伴い、当該連結子会社の出資の一部を引き受けたものであります。
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種類
会社等の
名　　称

所在地
資本金また
は出資金
(百万円)

事業の内容

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他
の関係
会社の
子会社

日鉄物産㈱
（日本製鉄
㈱ の 子 会
社）

東京都
中央区

16,389

鉄 鋼 、 産
機・インフ
ラ、食糧、
繊維その他
の商品の販
売および輸
出入業

被所有
直接1.4

原料、製品
等の購入お
よび販売等

製品等の販
売（注）

11,102 売掛金 3,861

原料等の購
入（注）

13,061
電子記録
債務

3,544

買掛金 1,386

１株当たり純資産額 3,861円63銭

１株当たり当期純利益 178円00銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため、記載していません。

貸借対照表の純資産の部の合計額 167,822百万円

普通株式に係る純資産額 167,822百万円

普通株式の発行済株式数 44,899千株

普通株式の自己株式数 1,440千株

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た期末普通株式の数

43,459千株

損益計算書上の当期純利益 7,736百万円

普通株式に係る当期純利益 7,736百万円

普通株式の期中平均株式数 43,459千株

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり当期純利益の算定に
含まれなかった潜在株式の概要

－

３. 兄弟会社等

（注) 取引条件および取引条件の決定方針等については、以下のとおりです。

　価格等の取引条件については、市場実勢を参考に価格交渉の上、決定しています。

４. 役員および個人主要株主等

　該当事項はありません。

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記

（注）算定上の基礎

１. １株当たり純資産額

２. １株当たり当期純利益

Ⅹ. 重要な後発事象に関する注記
（子会社への追加出資）

当社は、2026年３月17日開催の取締役会決議に基づき、2026年４月10日付で、当社の連結子会社である米国共

英製鋼会社（LLC）に対し、追加出資の払込みを完了しました。

(1) 追加出資の目的

当該連結子会社の100％子会社であるビントン・スチール社（LLC）が実施する大規模投資に係る資金調達の

一部に充当することを目的としています。

(2) 対象会社の概要

名称　　　　　　米国共英製鋼会社

所在地　　　　　米国デラウェア州

事業内容　　　　米国で展開する事業会社株式の保有

出資比率　　　　100.0％（出資前）

(3) 追加出資の概要

払込金額　　　　100百万米＄

払込日　　　　　2026年４月10日

出資後比率　　　100.0％
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